
届出により（旧）特定労働者派遣事業を行っている事業主の皆様へ 

 

 

 

平成30年9月29日までは、労働者派遣事業の許可を得ることなく常時雇用される労働者

に限定して運営可能ですが、平成30年9月30日以降も継続して労働者派遣事業を営むに

は許可を得る必要があります。 

【旧特定労働者派遣事業の届出時とは違う点】（主なもの） 

① 直近の決算期における貸借対照表等により、資産要件として、 

・基準資産額が1事業所あたり、2,000万円以上あること。 

※基準資産額とは、貸借対照表の資産総額（繰延資産及び営業権除く）から 

負債総額を引いたもの。 

・事業資金が1事業所あたり、自己名義の現金・預金が1,500万円以上あること。 

・基準資産額が負債総額の7分の1以上あること。 

※小規模派遣元事業者に対しては、暫定的な配慮措置（右面参照）があります。 

 

② 法人の目的に「労働者派遣事業を行うこと」が登記されていること。 

 

③ ３年以上の雇用管理経験を有するなどの要件を満たした派遣元責任者を任命すること。 

※申請時点からさかのぼって３年以内の派遣元責任者講習の受講が必要。 

 

④ 労働者派遣事業に使用可能な事務所の面積が２０㎡以上あること。 

 

⑤ 派遣労働者のキャリア形成支援制度（計画的な教育訓練、キャリアコンサルティング）を

有すること。 

 

⑥ 許可には有効期間があり、新規許可後は３年間、それ以降は５年毎の更新です。 

 

⑦ 新規許可及び許可更新時には、収入印紙等の費用が必要となります。 

※新規許可申請時 

・収入印紙１２万円(複数の事業所を同時申請される場合、１事業所当たり５万５千円

追加) 

・登録免許税９万円 

 

⑧ 許可申請書の受理から許可証交付まで最短でも２～３ヶ月かかります。 

 

労働者派遣事業の許可申請をお急ぎください！ 



 

現時点、もしくは、次の会計年度における決算で、資産要件などが満たされる事業

主の皆様には、可能な限り早期に余裕をもって 「許可制」への切り替えをお願い申

し上げます。 
 

なお、申請期間間際となりますと、当室窓口が非常に混雑することが予想され、相当

の待ち時間が発生する可能性があります。 

また、以降の3年（初回）、5年の更新申請も同時期に重なることとなり、毎回窓口が  

混雑する中での申請が予想されます。 

 

配慮措置 
 

●１つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が１０人以下である

中小企業事業主の場合、 

平成27年9月30日から当分の間の措置として  

 

①基準資産額が、１,０００万円以上であること。  

②基準資産額が、負債の総額の７分の１以上であること。  

③自己名義の預金・現金の額が、８００万円以上であること。  

 

●１つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が５人以下である

中小企業事業主の場合、 

平成27年9月30日から３年間の暫定措置として  

 

①基準資産額が、５００万円以上であること。  

②基準資産額が、負債の総額の７分の１以上であること。  

③自己名義の預金・現金の額が、４００万円以上であること。 

 

◎ 詳しくは、「労働者派遣事業関係業務取扱要領 第３ １ 事業主の行う許可手続きについて」

をご覧ください。  （厚生労働省のページへ） 

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/ 

 

                       【お問い合わせ先】 

茨城労働局需給調整事業室 

電話０２９－２２４－６２３９ 


